
【犯罪被害の未然防止等に向けた注意喚起】 

 

●特に、深夜・繁華街において観光客を対象とした（集団による）スリ、ひったくりといった犯罪が多発して

います。外出中はできるだけ貴重品は持ち歩かない等所持品の管理に注意し、徒歩での移動の場合には

周囲の状況に十分警戒してください。 

●タクシー運転手との間で主に料金面でのトラブル事案が発生しています。タクシーを利用する際には、

トラブルを防ぐためにもできる限り信頼できるタクシー会社を利用することをお勧めいたします。 

●当館ホームページに「総領事館からのお知らせ」として一般情勢や邦人事件・事故等について情報発信

を行うとともに犯罪の未然防止に向けた広報用ポスターも掲示していますのでご一読ください。 
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在デンパサール日本国総領事館 

 

１  「深夜の繁華街」において観光客を対象とした（集団による）スリ、ひったくりといった犯罪が多発して

います。特に、深夜、飲食を終えレギャン通りにあるナイトクラブから出てきたところを狙われる被害が後

を絶ちません。外出中できるだけ貴重品は持ち歩かない等所持品の管理にご留意いただくとともに、徒歩

での移動の場合には周囲の状況に十分警戒してください。 

【一例】 

（集団による）スリ 

旅行者がナイトクラブから宿泊ホテルに戻るためレギャン通りを歩いていたところ、言葉巧みに複数名

が取り囲むように声を掛けてきたので無視してやり過ごしたが、気が付いたらバッグの中から財布（又は

パスポート、スマートフォンといった貴重品）が盗まれていた。 

ひったくり 

 目的地に向かうため手にスマートフォンを持ち地図アプリをみながら移動していたところ、オートバイに

乗った者からスマートフォンをひったくられた。 

 

２ タクシー運転手との間で「メーター以上の料金を要求された」、「目的地に到着すると当初の料金を上回

る額を要求された」等タクシー料金を巡るトラブル事案が発生しています。タクシーを利用する際には、ト

ラブルを防ぐためにもできる限り信頼できるタクシー会社を利用することをお勧めいたします。万一利用に

あたり何かしらの被害に遭った場合には、タクシーの窓ガラスやドア・トランク等に書かれている識別番号

（アルファベット 2 文字及び数字3～4 桁の番号が多い）、車両番号等を記録の上、お近くの警察署に被害

届を出していただくようお願いいたします。 

 

３ 当館ホームページに「総領事館からのお知らせ」として一般情勢や邦人事件・事故等について情報発

信を行うとともに犯罪の未然防止に向けた広報用ポスターも掲示していますのでご一読ください。 

【総領事館からのお知らせ】 

https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/03_00info_jp.html 

【犯罪の未然防止に向けた広報用ポスター】 

https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/000341298.pdf 


